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 会 議 の 要 旨 （ 議 事 録 ）  
 

会 議 の 名 称 令和５年度第１回鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

開 催 日 時 
令和 5 年 8 月 24 日（木） 

午後 1 時 30 分～ 
開 催 場 所 

鳥栖市役所 

3 階大会議室 1 

出 席 者 数 

委員  16人（欠席1人） 

事務局 3 人 

健康増進課 2 人 

傍 聴 人 数  1 人 

議 題 

⑴ 令和４年度鳥栖市国民健康保険の状況について 

⑵ 令和４年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算について 

⑶ 令和５年度鳥栖市国民健康保険特別会計予算について 

⑷ その他 

 

配 布 資 料 令和５年度 第１回鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する協議会 

所 管 課 （課名）国保年金課    （電話番号）85－3582 

 



令和 5年度 第 1回 鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する協議会 議事録 
 

事務局 

ただ今より、令和５年度第１回鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する

協議会を開催いたします。それでは、会議次第によりまして進めさせてい

ただきます。はじめに、市長よりご挨拶を申し上げます。 

市長 
挨拶 

（挨拶後、市長退席） 

事務局 

本日は、委員総数16名中15名のご出席をいただいております。 

鳥栖市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則の第４条第２項の規定

により、協議会開催要件及び委員定数の２分の１以上の出席を満たしてお

りますので、本日の会議が成立したことをお知らせいたします。 

また、本日は、１名の傍聴人がいらっしゃいます。 

議長につきましては、本協議会規則の第４条第２項の規定により、会長

が行うことになっております。 

会長 
それでは、報告事項「鳥栖市国民健康保険事業の現状」について事務局

より説明をお願いします。 

事務局 報告事項「鳥栖市国民健康保険事業の現状について」説明 

会長 
ただいま事務局からご説明がありましたが、質問がございましたらお願

いいたします。 

委員 

鳥栖市の全体の人口は増えてきている中、被保険者数が年々減少してい

る主な要因というのはどういったことが考えられるのかお聞かせくださ

い。もう１点、重複服薬者等対策事業通知、この事業内容をご説明いただ

ければと思います。以上２点でございます。 

事務局 

１点目のご質問でございます。 

大きな要因は、団塊の世代の方が後期高齢者に移動している点で、毎月、

80人から100人程度、後期高齢者に移行している現状です。また、被用者保

険の適用拡大が行われているということも国保の被保険者が減少している

要因と考えております。 



委員 

私の方から２点目のご質問の重複服薬者等対策事業のご説明をさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

佐賀県内の市町から、年に１回、たくさんの医療機関にかかり、たくさ

ん薬をもらってる方にはがきを送付し、はがきが届いた方はかかりつけの

薬局にはがきを持っていって、重複しているものを減らすことが出来ない

か、もしくは、必要でない薬を飲まれているのではないかというところを

薬剤師がチェックしています。その中で、重複するようであれば、かかり

つけの薬局のほうから医師に連絡をさせていただいて、少し減らしていた

だくというような業務になっております。これは過去、何年か取り組んで

おりますので、薬局でも定着しているのではないかと認識をしております。

この説明でよろしいですか。 

ここからは質問ですが、最近あまりはがきを持ってこられる方がいらっ

しゃらないなという実感が薬局からは上がってきております。薬局に毎日

たくさんの患者さんがいらっしゃる割には、月に１～２名という印象があ

ります。はがきを出しているのに認知されていないのであれば少し改善を

していただきたいと思います。 

また、１年間にどれぐらいの人数の方にはがきを出されてるのか教えて

いただきたいと思います。 

事務局 

この事業に関しましては佐賀県国民健康保険団体連合会に委託をしてお

りまして、年１回、発送しております。本市の発送件数は、令和４年度の

実績で128通となっております。 

会 長 

他にご質問はございませんでしょうか。ないようでしたら、続いて、議

題１「令和４年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算」について、事務局よ

り説明をお願いします。 

事務局 「議題１ 令和４年度鳥栖市国民健康保険特別会計決算」について説明 

会 長 
ただいま事務局から説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質問、

ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

                           意見・質問無し 

会長 
ご質問が無いようでしたら、続いて、議題２「令和５年度鳥栖市国民健

康保険特別会計予算」について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 「議題２ 令和５年度鳥栖市国民健康保険特別会計予算」について説明 

会長 
事務局のほうから説明がございましたが、委員の皆様、ご質問ご意見等

ございませんか。 



委員 

特別交付金が昨年度より15.1%増額されています。特別交付金の内容につ

いては、特別な事情による財政負担増や、保健事業の取組等に応じて交付

される。これはいわゆる保険者努力支援制度によるインセンティブ分にな

っているのでしょうか。 

国保の場合は、国保の固有の指標というものがあるかと思います。それ

以外は共通の指標ということになります。せっかくここで予算の数字を示

していただいてるので、指標が６点あるなかで、この予算にどれだけ評価

された内容が反映されているのか、ということを市がこういう場で説明し

ていただくことはできないものかどうかお聞きしたいのですが。 

事務局 

特別交付金のうちの一つが保険者努力支援制度です。ご質問にありまし

たインセンティブ分については、決算の中ではご説明できるかと思います。

実績について資料をお示しすることは可能ですので、要望がありましたら、

次回からはお示しできると思います。 

委員 

様々な取組をされていると思いますので、特にインセンティブの部分が

決算の中でいかに反映するかというところを、この場で公表いただければ

と思います。よろしくお願いします。 

会 長 
他にご質問はございませんか。無いようでしたら、続いて、議題３「そ

の他」について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 「議題３ その他」について説明 

会長 
事務局のほうから説明がありましたが、ご意見、ご質問等、また全体を

通して、何かご質問等ございましたらお願いいたします。 

                          意見・質問無し 

会 長 
無いようですので、これで議事を終了したいと思います。 

ご審議いただき、また、ご協力いただきましてありがとうございました。 

 


